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特 記 事 項 

 

（大要） 

第１条 本業務は、大阪広域水道企業団豊能水道センター管内に設置している検定満了の

量水器交換に使用する量水器を購入するものである。  

 

（対象機器） 

第２条 本業務の対象となる水道メーターの仕様、数量、検定満了及び納入期日は次のと

おりとする。  

（1） 仕様 

電磁式水道メーター 

フランジ式（7.5ｋ）、本体のみ（補足管なし） 

エポキシ樹脂粉体塗装 

 

口径              (mm) 50 75 

定格最小流量(Q1)       (㎥/h) 0.0625 0.1575 

定格最大流量(Q3)       (㎥/h) 25 63 

計量範囲(Q3/ Q1の比(R)) 400 

流量範囲 

(㎥/h) 

器差 ±5％ 0.0625～0.1未満 0.1575～0.252未満 

器差 ±2％ 0.1～31.25 0.252～78.75 

計測開始流量         (㎥/h) 0.01 0.0225 

圧力損失(定格最大流量 Q3時)  (Mpa) 0.063以下 

面間(本体)           (mm) 170 190 

 

（2）数量 

口径 50ミリ    １個 

口径 75ミリ    １個 

（3）納入期日 

① 口径 50ミリ 令和５年６月 30日(金)  

② 口径 75ミリ 令和５年 11月 30日(木)  

納入時に水道メーター試験成績（検査）表を添付すること。なお、納入期日まで

に担当者から指示がある場合は、その都度調整すること。 

（3）検定満了 

   検定満了は、納入月から８年後の年月にすること。 

（4）付属品 

   メーター接続用継手材 

（5）番号 

   番号は受注後に担当者と調整すること。 

 



（納入場所） 

第３条  納入場所は次の通りとする。 

大阪広域水道企業団豊能水道センター内倉庫 

豊能郡豊能町東ときわ台一丁目２番地の３ 

 

（支払方法） 

第４条 納品検査合格後、請求書を受理した日から３０日以内に支払うものとする。 


